
補助対象判別

※1一部の人間を残して転居する場合(分家独立など)。

※2仮住まいは住居と見なさず、その前に住んでた住居で判断。

補助対象

町内在住で

集合住宅以外

合併浄化槽以外

元々住んでた住居の処理方式は?※2
合併浄化槽

補助対象外

元々住んでた家族全員の転居か?

元々住んでた住居は?※2

補助対象外

補助対象新築

全員

全員ではない※1
補助対象

集合住宅or町外
補助対象

新築以外
元々の処理方式は?

合併浄化槽

それ以外

新築(建直し含む)か？


